
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

日
所
▽
11
月
22
日（
水
）＝
豊
田
保
健
セ

ン
タ
ー　
▽
11
月
24
日（
金
）＝
市
役
所

本
庁
舎
新
館
３
階
相
談
室　
い
ず
れ
も

午
後
１
時
〜
３
時
　
定
各
回
４
人（
先
着

順
）　
申
11
月
１
日（
水
）か
ら
前
日
ま
で

に
電
話
で
成
人
保
健
課
へ
。

問
成
人
保
健
課（
☎
231−

１
４
１
９
）

食
品
衛
生
責
任
者
養
成
講
習
会

　
飲
食
店
な
ど
の
食
品
営

業
を
行
う
場
合
は
、
こ
の

資
格
が
必
要
で
す
。
※
食

品
営
業
を
行
わ
な
い
方
も
受
講
可

日
11
月
21
日（
火
）
　
所
勤
労
福
祉
会
館
　

定
70
人
　
料
７
０
０
０
円
　
申
11
月
14

日（
火
／
必
着
）ま
で　
※
申
込
書
は
下

関
市
食
品
衛
生
協
会（
☎
231−

３
３
３
５
）

へ
請
求
を　
※
応
募
多
数
の
場
合
は
、

事
業
者
優
先

問
生
活
衛
生
課（
☎
231−

１
９
３
６
）

や
っ
て
み
よ
う
！

ふ
く
ふ
く
健
康
チ
ャ
レ
ン
ジ
２
０
１
７

　
各
種
健
康
診
査
、
健
康
づ
く
り
の
た

め
の
教
室
な
ど
に
参
加
し
、
応
募
す
る

と
、抽
選
で
素
敵
な
景
品
が
当
た
り
ま
す
。

対
市
内
在
住
、
市
内
在
勤
・
在
学
の
方

期
12
月
26
日（
火
／
消
印
有
効
）ま
で

※
チ
ラ
シ
・
応
募
は
が
き
は
、
保
健
総

務
課
、
各
保
健
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
配
布

問
保
健
総
務
課（
☎
231−

１
４
０
８
）

親
子
で
楽
し
む

子
育
て
支
援
イ
ベ
ン
ト

●
い
っ
し
ょ
に「
う
た
っ
て・て
あ
そ
び・

か
み
し
ば
い
」ド
レ
ミ
フ
ァ
コ
ン
サ
ー
ト

＝
日
11
月
23
日（
木
）午
後
１
時
30
分

※
30
分
前
開
場
　
所
シ
ー
モ
ー
ル
シ
ア

こ
ど
も

タ
ー（
竹
崎
町
四
丁
目
）　
内
下
関
十
字

堂
楽
器
店
ヤ
マ
ハ
音
楽
教
室
講
師
に
よ

る
楽
し
い
コ
ン
サ
ー
ト　
定
160
人（
先
着

順
）※
詳
細
は
下
関
商
業
開
発（
☎
232−

１

１
１
８
）へ

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
３
５
３
）

乳
幼
児
医
療
費
を
助
成
し
ま
す

対
義
務
教
育
就
学
前
児
に
要
し
た
医
療

費
の
う
ち
、
保
険
診
療
内
の
自
己
負
担

分
　
内
所
得
制
限
＝
乳
幼
児
の
父
母
の

平
成
29
年
度
市
町
村
民
税
所
得
割
額（
税

額
控
除
前
）の
合
計
が
13
万
６
７
０
０
円

以
下（
年
少
扶
養
控
除
等
の
廃
止
前
の
方

法
で
再
計
算
し
た
額
が
前
記
の
額
以
下

の
場
合
を
含
む
）※
３
歳
未
満（
３
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
る
月
の
月
末
ま
で
）の
乳

幼
児
で
所
得
制
限
を
超
え
て
い
る
場
合
、

市
独
自
の
制
度
で
助
成
　
持
乳
幼
児
の

健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
平
成
29
年
１
月

２
日
以
降
転
入
の
方
は
平
成
29
年
度
市

町
村
民
税
の
税
額
の
分
か
る
物（
父
母
両

方
分
）　
申
こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
各
支
所
へ
。

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
９
２
８
）

ご
存
じ
で
す
か

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

　
「
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
」と

は
絵
本
を
介
し
て
赤
ち
ゃ

ん
と
周
り
の
大
人
が
心
安

ら
ぐ
楽
し
い
語
り
合
い
の
ひ
と
と
き
を

持
つ
こ
と
を
応
援
す
る
運
動
で
す
。
絵

本
は
１
歳
６
カ
月
児
健
康
診
査
の
会
場

で
読
み
聞
か
せ
を
行
い
、お
渡
し
し
ま
す
。

持
母
子
健
康
手
帳

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
３
５
３
）

児
童
館
の
イ
ベ
ン
ト

●
ゆ
た
か
児
童
館（
☎
253−

８
２
８
１
）

▽
か
ば
お
じ
さ
ん
の
腹
話
術
＝
対
幼
児

と
保
護
者
な
ど
　
日
11
月
15
日（
水
）午

前
10
時
30
分　

●
ひ
か
り
童
夢（
☎
229−

０
９
８
０
）

▽
ス
タ
ン
プ
遊
び
＝
対
乳
幼
児
と
保
護

者
　
日
11
月
２
日（
木
）午
前
10
時
45
分

▽
ク
リ
ス
マ
ス
飾
り
作
り
＝
対
乳
幼
児

と
保
護
者
　
日
11
月
16
日（
木
）午
前
10

時
45
分
　
定
25
人（
当
日
先
着
順
）

●
ひ
こ
ま
る（
☎
266−

３
３
２
１
）

▽
避
難
訓
練
＝
対
乳
幼
児
と
保
護
者
　

日
11
月
17
日（
金
）午
前
10
時
30
分　
▽

自
分
の
印
鑑
を
つ
く
ろ
う
＝
対
乳
幼
児

と
保
護
者
、小
学
生
　
日
11
月
18
日（
土
）

午
前
10
時
30
分
　
定
20
人
程
度
　
料
100

円
　
申
11
月
１
日（
水
）か
ら
電
話
で
ひ

こ
ま
る
へ
。

●
宇
賀
児
童
館（
☎
776−

０
０
０
１
）

▽
焼
き
芋
大
会
＝
対
幼
児
と
保
護
者
、

小
学
生
な
ど
　
日
11
月
４
日（
土
）午
前

10
時
30
分　
▽
保
健
師
の
育
児
相
談
＆

親
子
リ
ト
ミ
ッ
ク
＝
対
乳
幼
児
と
保
護

者
　
日
11
月
８
日（
水
）午
前
10
時
15
分

イ
ベ
ン
ト
満
載
！

ふ
く
ふ
く
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
７

　
ゲ
ー
ム
や
工
作
、
フ
ォ
ト

コ
ー
ナ
ー
や
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ

ン
ト
な
ど
、
親
子
で
楽
し
め

る
子
育
て
応
援
イ
ベ
ン
ト
。

豪
華
賞
品
の
当
た
る
抽
選
会
も
開
催
！

日
11
月
11
日（
土
）午
前
10
時
30
分
〜
午

後
４
時
　
所
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館
、
シ
ー

モ
ー
ル
下
関
２
階
サ
ン
パ
テ
ィ
オ（
竹
崎

町
四
丁
目
）

所
問
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館

�

（
☎
227−

２
５
８
１
）

育
児
学
級

●
離
乳
食
編
　
対
生
後
４
カ
月
〜
６
カ

月
ご
ろ
の
赤
ち
ゃ
ん
と
保
護
者
　
日
所

①
12
月
８
日（
金
）＝
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー
、

②
12
月
15
日（
金
）＝
豊
浦
保
健
セ
ン
タ
ー

▽
各
日
午
前
10
時
〜
11
時
30
分
ご
ろ
　

内
離
乳
食
、
育
児
に
つ
い
て
　
定
各
20

組
　
料
100
円

●
子
育
て
編
　
対
生
後
８
カ
月
〜
１
歳

ご
ろ
の
赤
ち
ゃ
ん
と
保
護
者
　
日
所
③

12
月
６
日（
水
）午
前
10
時
〜
11
時
35
分

＝
菊
川
保
健
セ
ン
タ
ー
　
内
歯
と
育
児

に
つ
い
て
　
定
15
組　

共
持
母
子
健
康
手
帳
　
共
申
電
話
で
、

対平成30年４月１日現在、市内に住民票
があり、保護者が次のいずれかに該当し
保育が必要な場合　 ▽家庭外（内）で仕事
をしている　 ▽出産前後のため保育がで
きない　 ▽保護者の長期疾病か障害　 ▽

同居親族の介護・看護や長期入院してい
る親族の入院付き添い　 ▽火災、風水害、
地震などの災害の復旧　 ▽求職活動や起
業準備　 ▽学校や職業訓練校などの就学　

▽虐待やDVの恐れがあること　 ▽市長が
認める前述に類する状態にある場合　持
子どものための教育・保育給付支給認定
申請書、各種証明書など必要な書類、印
鑑、申請者のマイナンバーを確認できる
物、身元の確認ができる物（免許証など）　
申11月10日（金）まで　 ▽追加募集＝（１回
目）11月13日〜12月８日、（２回目）12月
11日〜平成30年１月31日　※育児休業明
け保育所入所予約を含む　 ▽求職活動を
理由とする方についても随時受け付けし
ますが、選考は追加募集２回目の方と同
時に行います。※入園を希望する保育園、
こども園で申し込みを　※日曜日、祝日
を除く　※申込書は各施設、こども育成
課、各総合支所市民生活課で配布　※幼稚
園、認定こども園（幼稚園タイプ）の園児
募集（４月から）は各園に直接問い合わせを
問こども育成課（☎231-1929）

保育園、認定こども園
（保育園タイプ）の
園児募集（４月から）

平成29年11月号 16
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ベ
ン
ト
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険
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年
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談

お
知
ら
せ



育児・健康相談（11月）
日下表の通り　内 ▽相談担当者＝保健師
など　※育児相談は母子健康手帳を持参
問育児相談＝こども保健課（☎231-1447）、
健康相談＝成人保健課（☎231-1935）
〔育…育児相談　健…健康相談　骨…骨量測定〕

場　　所 日 曜
内　容

10：00

〜
12：00

13：30

〜

15：30
豊田子育て支援センター 8 水 育

宇 賀 児 童 館 8 水 育
10:15〜11:00

豊北保健センター 10 金 育

六連島漁村センター 10 金 健

山陽保健センター
11 土 健・骨

10:00〜14:0012 日

新下関保健センター 14 火 健・骨

菊川子育て支援センター 15 水 育

新下関保健センター 20 月 育
10:00〜11:30

蓋井島保健福祉館 22 水 健
10:30〜15:00

山陽保健センター 24 金 育

①
11
月
６
日（
月
）か
ら
唐
戸
保
健
セ
ン

タ
ー（
☎
231−

１
２
３
３
）、
②
11
月
15
日

（
水
）か
ら
豊
浦
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
772−

４
０
２
２
）、
③
11
月
６
日（
月
）か
ら
菊

川
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
287−

２
１
７
１
）へ
。

問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
231−

１
４
４
７
）

母
親
学
級

対
妊
娠
中
の
方
　
日
11

月
15
日（
水
）午
後
１
時

30
分
〜
３
時
30
分
　
所

新
下
関
保
健
セ
ン
タ
ー
　
内
出
産
の
は

な
し
、
赤
ち
ゃ
ん
の
特
徴
や
お
世
話
　

師
助
産
師
、保
健
師
　
定
30
人（
予
約
制
）

持
母
子
健
康
手
帳　

申
問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
231−

１
４
４
７
）

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」

の
提
供
会
員
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
、

育
児
の
援
助
を
受
け
た
い
人
と
行
い
た

い
人
が
会
員
に
な
り
、「
子
育
て
の
サ
ポ
ー

ト
」を
す
る
有
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度

で
す
。
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ

う
に
、
講
習
会
を
行
い
ま
す
。
興
味
の

あ
る
方
は
受
講
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●「
子
ど
も
と
食
べ
た
い
食
事（
調
理
実

習
）」、「
音
楽
で
遊
ぼ
う
」＝
日
11
月
７

日（
火
）午
前
10
時
〜
午
後
１
時
45
分　

所
川
中
公
民
館　
●「
ウ
ン
知
育
教
室
」、

「
子
ど
も
の
救
命
救
急
」＝
日
11
月
16
日

（
木
）午
前
10
時
10
分
〜
午
後
０
時
15
分
　

所
し
も
の
せ
き
環
境
み
ら
い
館

共
定
20
人（
先
着
順
）

申
問
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

�

（
☎
233−

７
６
３
２
）

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

●
虐
待
に
気
付
い
た
り
、

虐
待
か
な
？　
と
思
っ

た
り
し
た
ら
速
や
か
に

連
絡
・
相
談
を
！　
▽

連
絡
先
＝
家
庭
児
童
相
談
室（
☎
231−

１

９
８
０
）、
下
関
児
童
相
談
所（
☎
223−

３

１
９
１
）、
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ

ヤ
ル
☎
189（
い
ち
は
や
く
）

●
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
た
す
き
リ
レ
ー
in

下
関
２
０
１
７
＝
日
11
月
19
日（
日
）　

内
児
童
虐
待
防
止
の
象
徴
、
オ
レ
ン
ジ

リ
ボ
ン
を
た
す
き
に
見
立
て
、
市
内
を

リ
レ
ー
し
な
が
ら
児
童
虐
待
防
止
を
呼

び
掛
け
ま
す
。
※
カ
モ
ン
ワ
ー
フ
特
設

会
場
で
は
、
午
前
９
時
〜
11
時
に
イ
ベ

ン
ト
を
実
施　
※
詳
細
は
な
か
べ
子
ど

も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー「
紙
風
船
」の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を

問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
231−

１
４
３
２
）

ひ
と
り
親（
母
子
・
父
子
）家
庭
の

Ｊ
Ｒ
通
勤
定
期
乗
車
券
割
引
制
度

　
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

と
同
居
者（
同
手
当
算
定
の

対
象
者
の
み
）の
方
は
、
Ｊ

Ｒ
の
通
勤
定
期
乗
車
券
に

限
り
３
割
引
き
で
購
入
で
き
ま
す
。
こ

の
制
度
を
利
用
さ
れ
る
方
は
、
あ
ら
か

じ
め
市
役
所
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▽
受
付
時
間
＝
平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分　
▽
受
付
場
所
＝
こ
ど

も
家
庭
課

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
３
５
８
）

幼
児
食
歯
っ
ぴ
ー
教
室

対
市
内
在
住
の
１
歳
６
カ
月
〜

３
歳
児
と
そ
の
保
護
者
　
日

11
月
29
日（
水
）午
前
10
時
〜

正
午
　
所
菊
川
保
健
セ
ン
タ
ー　
内
歯

科
衛
生
士
・
栄
養
士
の
講
話
、
幼
児
食

の
試
食（
昼
食
例
）　
定
15
組（
先
着
順
）

料
200
円（
材
料
費
）　
持
母
子
健
康
手
帳
、

歯
ブ
ラ
シ
、
タ
オ
ル
　
申
実
施
日
の
２

日
前
ま
で
に
電
話
で
こ
ど
も
保
健
課
へ
。

問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
231−

１
４
４
７
）

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を

●
障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手

当
＝
対
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の

状
態（
重
度
・
最
重
度
）に
あ
る
方

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
対
20
歳
未
満

の
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態

（
中
度
以
上
）に
あ
る
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方

共
申
障
害
者
支
援
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
へ
。
※
所
得
制
限
あ
り

問
障
害
者
支
援
課（
☎
231−

１
９
１
７
）

ご
利
用
く
だ
さ
い

高
齢
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

●
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ

ス
＝
対
市
内
に
居
住
し
、

在
宅
で
生
活
し
て
い
る

65
歳
以
上
の
高
齢
者
か
重
度
身
体
障
害

者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方　

▽
身
体
の
状
況
か
ら
座
位
を
保
つ
こ
と

が
困
難
な
方　
▽
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
な

ど
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
外
出
が
困
難
な

方　
▽
問
題
行
動
を
伴
う
認
知
症
な
ど

で
一
般
の
理
美
容
店
の
利
用
が
困
難
な

方
　
内
対
象
者
の
自
宅
を
訪
問
し
、
理

髪
を
行
い
ま
す
。
１
年
度
に
６
回
ま
で

※
８
月
〜
11
月
に
申
請
し
た
方
は
４
回
、

福
祉
・医
療

12
月
以
降
に
申
請
し
た
方
は
２
回
ま
で　

料
実
施
店
の
所
定
の
料
金

●
寝
具
洗
濯
乾
燥
サ
ー
ビ
ス
＝
対
市
内

に
居
住
す
る
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し

の
高
齢
者
か
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方
、

一
人
暮
ら
し
の
重
度
身
体
障
害
者
で
在

宅
で
生
活
し
て
い
る
３
カ
月
以
上
寝
た

き
り
の
方
　
内
寝
た
き
り
の
方
が
使
用

し
て
い
る
布
団
、
毛
布
な
ど
を
洗
濯
、

乾
燥
す
る
サ
ー
ビ
ス
。
１
年
度
に
３
回

ま
で　
※
10
月
〜
12
月
に
申
請
し
た
方

は
２
回
、
１
月
以
降
に
申
請
し
た
方
は

１
回　
※
１
回
で
布
団
な
ど
４
枚
ま
で

可
　
料
費
用
の
１
割

問
長
寿
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
766−

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
782−

１
９
２
２
）

国
民
健
康
保
険
料
は

便
利
な
口
座
振
替
で

　
保
険
料
の
納
付
は
、
便
利
で
確
実
に

納
め
ら
れ
る
口
座
振
替
が
お
勧
め
で
す
。

持
保
険
証
か
保
険
料
納
入
通
知
書
、
預

貯
金
通
帳
、
通
帳
印
　
申
市
内
に
本
・

支
店
が
あ
る
金
融
機
関
か
郵
便
局
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
６
８
９
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

保
険
・
年
金
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ


